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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆

第
三
号

（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
た
者
が
終
戦
前
に
被
っ
た
精
神
的
苦
痛
を
慰
謝
す
る
た
め
、
国
外

ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
入
所
し
て
い
た
者
に
対
し
補
償
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

一
、
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
、
本
邦
以
外
の
地
域
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所
に
入
所
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の

日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
（
以
下
「
国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
」
と
い
う

）
に
対
し
、
そ
の
者
の
請
求
に

。

よ
り
、
補
償
金
を
支
給
す
る
。

二
、
請
求
期
限

国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
に
よ
る
補
償
金
の
請
求
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
行
わ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
補
償
金
の
額

国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
に
支
給
す
る
補
償
金
の
額
は
、
八
百
万
円
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
、
経
過
措
置

国
外
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
（
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
死
亡
し
た
者
を
含
む

）
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
前

。

に
、
改
正
後
に
支
給
さ
れ
る
補
償
金
に
相
当
す
る
補
償
金
を
請
求
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
書
面
に
よ
り
表
示
さ
れ

て
い
た
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
を
適
用
す
る
。


